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規 則

高知県薬事法施行細則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成24年 6 月 6 日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第54号

高知県薬事法施行細則の一部を改正する規則

高知県薬事法施行細則（昭和36年高知県規則第39号）の一部を

次のように改正する。

別記第 9 号様式中「高知県収入証紙はり付け箇所」を「高知県

収入証紙貼り付け箇所」に改める。

別記第10号様式及び別記第11号様式を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県薬事法施行細則別記第10号様

式及び別記第11号様式は、この規則による改正後の高知県薬事

法施行細則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することが

できる。ただし、当該様式の使用に当たっては、当該様式によ

る証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるものを添付しな

ければならない。
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